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巻 頭 言 

 

 

弁護士  村 方  善 幸 

（Law&Practice初代編集長） 

 

 

まず，Law&Practice7号の発刊誠におめでとうございます。 

著名な諸先生方を差し置き，私が巻頭言を書くことにつき迷いはございました

が，Law&Practiceの一層の発展に少しでも役立つのであればと考え，筆をとらせ

ていただきました。 

私は，初代編集長として本雑誌の設立に携わりました。但し，編集長とはい

ってもその実は全く編集作業に従事できませんでした。何故かというと，当時

の私の役割は，この活動の理念を作り，組織を立ち上げ人を集め，学校と運営

について交渉し，独立した資金を集めるなど土台作りを行うことだったのです。

気がつくと任期はあっという間で，次に引き継ぐべき時期に来ており，現実的

な編集作業は第2期から始まることになります。 

 

当時，本雑誌がどのような形で継続していくのか確たる見通しは誰にもなか

ったといえます。ただ，私には，最も吸収力が高い若い時代を勉強のみで終わ

ることへの強い危惧がありました。社会に出れば所詮人間が一人でできること

には限界があります。本当の意味で社会の潮流を変えることができるパワーを

持った法曹は一人で司法試験の勉強を黙々と続けることから生まれるのではな

いと感じていたのです。私には，本プロジェクトが法科大学院において必要不

可欠なものの一つであるという確信めいたものがありました。 

しかし，私の確信とは正反対に，3年続けば良い，1号だけで終わるだろう，

など様々な批判的な意見ばかりを浴びせられていたことも記憶しています。 

 

当初の設立趣意を見ると，司法制度改革趣意書を引用してはいますが，内部
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に向けてのメッセージを外部向けという形で発信したような内容になっていま

す。今から振り返ると，設立に当たって様々な軋轢や多くの反対があり，実績

もない中，まずは足下を固める必要性が強かったことから，無意識でしたがそ

のような内容になったのかもしれません。 

 

時は流れて，本号はなんとLaw&Practiceの第7号です。私がバトンを2期に渡し

たとき，組織運営体制や編集体制の整備について当初考えていたことの半分も

できていませんでした。正直な話，私は，活動の理念に自信はありましたが，

現実的な継続性について不安を持っていました。 

しかし，私の手を離れた後，後輩たちの弛まぬ努力により年々組織運営や作

業スキームが洗練され，Law&Practiceは発展しました。各期の編集者が本プロジ

ェクトにどれほどの時間をかけ，労力を費やしたか想像に難くありません。 

今やあの頃の目標の一つであった各人がチームを組成し連携して動くことも

充分達成できているように見受けます。 

 

Law&Practiceは，新しいLaw&Practiceに脱皮する段階に来たようです。具体的

には，Law&Practiceが雑誌として社会に対してどのような問題提起を行い，どの

ような存在意義を有するのかを正面から打ち出すべき時期に来ているというこ

とです。 

学生が編集作業に携わり発刊することを特徴としながらも，それを売りにし

ない本当の意味での法律雑誌にならなければなりません。司法制度改革の象徴

としての存在から，真に社会から求められる存在になること，これが今後の

Law&Practiceの実現すべき課題といえるでしょう。 

 

1号から7号までを俯瞰で見たとき，その流れは既にできつつあります。各号

の編集者は漫然と雑誌を発刊することをせず，様々な挑戦を行い，質の高い論

文を数多く掲載してきました。東日本大震災に端を発する社会構造の変化にも

柔軟に対応し，変化を恐れない姿勢を示しています。非常に心強い限りです。 

 

このまま変化を恐れることなく，より挑戦的な取り組みを行えば，Law&Practice

の意義を再構築することができることでしょう。未来のLaw&Practiceを想像する
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と胸が躍ります。自信を持って，粘り強く取り組んでください。 

 

末筆ながら一人の先輩として，未来のLaw&Practice編集者に一言。皆さんの成

長とLaw&Practiceの成長とは比例します。ですから，Law&Practiceを皆さんが成

長するための場として最大限利用してください。挑戦的かつ積極的にLaw&Practice

を運営し，自らの成長に資する形で最大限利用してください。設立に携わった

人間は全員，そのような皆さんを想い設立したのです。 

 

Law&Practiceの次なる一歩を期待し、またその発展を祈って。 
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